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はじめに

　本稿では，マックス・ヴェーバーの科学論に関す

る諸議論を手がかりにして，その背後に前提されて

いると思われる彼の「世界観的な了解構造」をさぐ

りだし，その性格と意味について，私自身の「多元

主義的存在論」という視点から，検討するものであ

る１）。

　ヴェーバーの「世界観」について語ることは冒険

の誹りを免れないかも知れない。ヴェーバー自身は

特に積極的にその「世界観」なるものを展開しては

いない。むしろそうした哲学的議論にたいしては，

冷ややかであり，禁欲的であったと言えよう。しか

し，ヴェーバーの科学方法論に関する議論は特有の

世界像（存在論的想定）についての前提的了解を濃

厚に含んでいる。とりわけて価値領域次元と因果的

領域の次元との鋭い分離を主張する「価値自由論」，

人間行為と価値理念ならびに現実との緊張をはらん

だ媒介構造についての洞察，諸価値の分裂と�藤と

いう価値多元論の主張，合理化論と近代世界の意味

喪失についての一種悲劇的な観方，徹底した実存主

義的ともいえる自由主義の主張，などにおいて示さ

れた思索の深さと透徹ぶりを知るものは，その背後
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に，ある鍛え上げられた自覚的な世界観的諸前提を

感じ取ることができるだろう。

　ヴェーバーの弟子の一人であるヤスパースが言う

ように，ヴェーバーは「哲学的体系をなんら考えな

かった」が，「彼の研究の限界において，明らかに哲

学的な説明をあたえた」のである２）。この限界領域

こそは科学的認識の性格と諸前提にかかわる問題領

域であり，彼はこの問題を徹底的に思索することを

やめるわけにはいかなかった。我々がまずもってヴ

ェーバーの科学論に注目し，価値自由論を手がかり

に，その思考世界をうきあがらせることによって，

暗黙の世界観的前提了解を読み解こうとする理由も

またここにある。

　かって，モムゼンはヴェーバーを「限界状況にあ

る自由主義者」と名付けた３）。大くくりな言い方を

許してもらえば，私はヴェーバーの世界観の性格を

「啓蒙主義の自己変容の危機の自覚」と特徴づける

ことができると思う。「魔術からの解放」は一面で

は啓蒙の徹底であるが，その意味における合理主義

の徹底は，他方，啓蒙主義のもう一つの前提であっ

た人間理性への信頼と人類解放の明るい夢への深い

疑惑と断念へといきつく。ヴェーバーが問題にする

のはこの事態である。ニーチェとの密接な問題関心

の共有が論じられる理由はゆえなきことではな

い４）。ヴェーバーは合理主義の徹底と非合理な諸前

提のなかでのニヒリズムという近代世界の基本構造

の露呈のうちにあくまでリアルに目を凝らしてその

根底を見据え，個人の自由と尊厳の存立を賭けた闘

いを貫行し，社会のうちにそうした倫理的資質の育

成の条件を探ろうとする。この英雄的努力にこそ彼

の思想の面目がある。この資質を備えた個人のモデ

ルは，科学論では時代に意味を付与しうる文化人で

あり，政治においては責任倫理を貫く政治指導者で

あるが，その精神的源流はプロテスタントのゼクテ

のなかにみいだされると彼は信じた。このモデル

は，この国では一般に自立的民主主義的近代人のモ

デルとみなされてもきたものであるが，実はこのモ

デルはそのようなひたすら積極的な意味のみを担う

麗しい人格モデルではかならずしもない。それは，

ヴェーバー自身が見据え自ら体現してもいる近代の

自己矛盾を内包しているという意味で，自己対象化

した啓蒙の問題性を示すのである。我々のみるとこ

ろ，この啓蒙の徹底による啓蒙の自己矛盾の自覚的

形態，近代から現代への構造転換を反映した時代意

識の最も優れた洗練された形態，あえて言えば，わ

れわれにとっても今なお，非常に問題的な形態，こ

れこそヴェーバーの思想の特質なのである。

　私は，こうした思想の構えが現代においてある種

の必然性を持つことを認めなければならないと思っ

ている。そして，ヴェーバーの思想的・理論的努力

の中に多くの真実が含まれていることを承認したい

と思う。そのうえで，現代の社会科学と思想は，い

かにヴェーバーを深いところで理解しまたその限界

をいかにして乗り超えうるか，そこに我々の直面す

る時代のアクチュアリティに結びつく一つの重要問

題が設定されていると考える。

　また，本論文の構想にも関連して，あらかじめ断

っておけば，私はこれまで長い間マルクスの社会理

論と思想の特質について研究してきた。現在では，

マルクスの思想が現代において生きるためにはヴェ

ーバーの深い問題提起を受けとめ，これまでの「マ

ルクス主義」からすれば「異様」にも見えるこの思

想との真剣な対話から出発すべきであり，そこから

得られるものは計り知れないものがあると考えてい

る。ヴェーバーにはその啓蒙主義批判においてマル

クスにはない視点からする「呪力」�奪への，時に

は「危険な」とも形容したくなる努力がある。しか

し，ヴェーバーが見通していたこの「呪力」は遺憾

ながら「マルクス主義思想」にもとりつき，重大な

陥穽を生みだしてきたものであり，ヴェーバーの批

判は，問題の本質を射抜いている。しかし，多くの

「マルクス主義者」には，残念ながら，ヴェーバーの

真意が理解されず，彼が根底的に見抜いたものが，

彼らの側からは見えない死角となってきたように思

われる。私はこれまで，従来の「マルクス主義的思

考様式」に内包される歴史法則主義の誤りと危険性

についての批判的認識の必要性やヘーゲル主義的な

総体性概念がもつ実践的理論的な陥穽についての鋭

い自覚の必要性，価値次元の独自性の存在論的レベ

ルでの承認の不可避性，これらを踏まえた多元主義

的存在論の方向への転換などの着想について，折に

触れて提示してきた５）。それらの中心論点は，その

相当部分がヴェーバーから学びとったものでもあ

る。私の志向する多元主義的存在論の構想は，彼の
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見抜いた問題性を引き受けるという性格をもってい

る。それらは，しかし，まだ断片的なものにとどま

り，問題提起の域を出ていない。少々時期はずれの

感はあるが，「マルクス主義」の自己反省的組み直

しの本格的作業は，ヴェーバー研究を通らなければ

ならないと私は思っている。このような問題意識や

上記の着想の重要論点のいずれも，反発もしつつ当

初はおずおずとひそかに進めてきたヴェーバー思想

との我流の対話が契機となっている。本小論はこの

ような拙い対話の作業の基本論点を明示化して，今

後の議論にむけた小さな足場固めにしようとするも

のである。したがって，本小論は，私なりのマルク

ス思想とヴェーバー思想との対質と対話の試みでも

ある。

　概略以上のような問題意識のもとで，以下ヴェー

バーの世界観的諸前提についての批判的検討を行っ

ていきたいと思う。なお，本小論では，ヴェーバー

科学論において緊密に連関させられながら縦横に張

り巡らせれている複雑な思考の糸玉の全体を扱うこ

とはできなかった。ヴェーバー科学論の重要概念の

全体的連関を解き明かすことができるならば，私の

目指す「多元主義的存在論」の構想によるヴェーバ

ー解読の全体像についてもより明瞭にできたであろ

うが，今回は，今後も継続的に進めるそうした全体

作業の最初の一歩として，特に一番外側の大きな枠

組みに関連している「価値自由」の主張に焦点を絞

って，これに関連する諸問題のみを扱っている。扱

う論題は限定されたが，ヴェーバー思想を多元主義

的存在論の視点で解読する方向性がどのようなもの

か，ある程度示すことができたように思う。

Ⅰ．価値自由論（die Wertfreiheit）と二元論的世界

構成の構図

　「価値自由」という誤解されることの多い複雑な

連関をもつ思想は，ヴェーバーの科学論のみなら

ず，彼の思想の根幹に位置している。ヴェーバーに

とって，価値自由の思想は，科学論あるいは科学的

認識論という性格をはるかに超えるものである。こ

の主張は，単に実証科学の性格規定や方法論といっ

たよく誤解される枠には到底収まらない射程をもっ

ている。価値自由は，ヴェーバーの科学論上の中心

思想であるとともに，彼の実践的倫理的思想の根幹

に位置してもおり，いわば認識世界と実践世界との

媒介環である。ヴェーバーにあって，価値領域は人

間の実践世界において特有の領域をなし，媒介によ

って実在的因果世界と錯綜する現実的作用関係をも

っている。しかし，それ自体はあくまで因果連関の

世界から厳格に分け隔てられた独立性を有し，独自

の尊厳をそなえた存在次元を保持している。この価

値と実在との二元的な世界構成論（自覚的二元論）

は，ヴェーバーがそれについて特に積極的に論証的

に語らなくても，いたるところで確証できる世界観

的前了解をなしている。大胆な言い方になるが，価

値自由は，この二元的世界構成の構図についてのヴ

ェーバーの確信的主張そのものだといってもいいで

あろう６）。

　以下では，ヴェーバーの価値自由という主張の独

特の意味内容を解き明かしながら，彼の世界観的な

基本構図に迫っていくことにしたい。

１．価値自由の意味；信と知二領域の尊厳と実践的自由

　「価値自由」は，病気回復以後のヴェーバーの基

本思想を表現するものとして，科学論関連のテキス

トの各所で一貫して主張されている。その表現はい

ろいろだが，簡単に言えば，存在するもの（Sein）

と存在すべきもの（Sollen）とを区別すべきである

ということ（OE, s.148, p.28），別の言い方をすれ

ば，事実認識と価値判断（価値評価）との間を厳格

に区別すべきであるという主張である（OE, s.155, 

p.43）。この主張自体は，いたってシンプルである

が，ヴェーバーの議論のなかには，この区別を曖昧

にするさまざまな形態の危険性についての鋭い批判

が展開されており，この危険性の深刻さをいかに理

解するかが実は重要なのである。

　しかし，「価値自由」の主張は，大学教師による教

室での政治的主張や価値判断の吹聴への批判（いわ

ゆる「教壇禁欲」の主張）や，科学的認識からの価

値評価の排除といった論点が一面的に受け取られ，

その真意が誤解されて，やや不毛な論争に引き込ま

れた。実際，ヴェーバーの「価値自由」の主張を，

たんなる「価値判断排除」，あるいは，価値評価に関

与しない実証主義的な知識を擁護したものであるか

のように一面的に受け取られている向きもいまだに



ないわけではない。また，「教壇禁欲」の主張は，ヴ

ェーバー自身の価値判断にもとづく倫理的勧告では

あったが，彼本来の「価値自由論」が主張しようと

している原則そのものではない。だから，原理的に

いえば，この勧告に従わないという態度選択も，各

自の価値判断の自由の許容範囲内にある。このこと

は，彼自身，『価値自由』論文の冒頭で明示的に断っ

ている（とはいえ，ヴェーバー自身，その直後にま

たもや教壇禁欲の主張に延々と深入りしているの

で，一見しただけではその真意が伝わりにくくなっ

ている）（SWF, s.489, p.209）。また，ヴェーバーは，

同じ論文で，実践的政治的諸問題にかかわること自

体を非難するために「価値判断排除」の原則を引き

合いに出す「偽の価値自由」を唱える人々を，明確

に非難してもいる（SWF, s.494-5, p.305）。

　ヴェーバーが主張する「価値自由」論の最重要論

点は，教壇禁欲の倫理的勧告や実証科学の擁護とい

うよりも，もっと重大な意味をもつ原則にかかわっ

ている。それは，「科学的認識価値の尊厳」や「価値

領域の自由の尊厳」を守ることができるのかどうか

という問題である。このことは，世界の価値領域の

存立問題に直結している。ヴェーバーにとって，こ

れこそ譲ることのできないものなのである。その真

意は，次の二つの引用に明示されている。

　認識と価値判断とを区別する能力，事実の真理

を直視する科学の義務と，自分自身の理想を擁護

する実践的義務とを，ともに果たすこと，これこ

そ，われわれがいよいよ習熟したいと欲すること

である（OE, s.155, p.43）。

　経験的学科の方法論にとって肝心な問題点はな

にか。実践的命令の規範としての妥当性という 

ことと，経験的事実確定の真理としての妥当性と

いうこととは，問題の平面をまったく異にしてい

る，だからその点を誤解 してふたつの妥当領域

を無理に一緒にしようとするならば，それぞれに

独自の尊厳は両方とも損なわれてしまう，これが

肝心な点なのである（SWF, s.501, p.313）。

　上記の引用で明確なように，ヴェーバーの「価値

自由」の主張は，決して価値判断を排除してしまう

科学の「没価値性」の擁護といったことに力点があ

るのではない。むしろ，事実認識と価値判断の双方

の妥当領域を明確に区切り，双方の尊厳を守護する

こと，このことが主眼である。しかし，この説明だ

けでは，まだ一般的理解にとどまる。さらに踏み込

んでその主張の意図することろを見据えるべきであ

る。というのも，ヴェーバーは科学的認識の意義と

尊厳を価値判断によって曇らされたり，ねじ曲げら

れたりしないようにするということ，したがって，

たしかに経験科学的認識に価値判断を混ぜ込むこと

を禁止し，それ独自の役割を純粋に果たすことを求

めるが，しかし，むしろ，そのことを通して，価値

の領域を，自由の領域として無条件に擁護するとい

うことにより重心が置かれているからである。ヴェ

ーバーにとって，価値領域は，人間にとっての人格

の尊厳が存立する根源的基盤である。それは，認識

領域を超えるより広い人間の実践的世界におけるい

っさいの自由の根拠をなす。ヴェーバーは，価値領

域についての議論では，多くの場合，人格の尊厳，

良心，価値に関する決断や選択の問題として語るが

（OE, s.151, p.35），それらの言葉で，個人の「自由」

（良心の自由）の問題が語られていると理解できる。

例えば，次のように言われている。

　「人格」の尊厳は，当の人格にとり，自らの生活

に関わらせる価値が存在するということに内包さ

れている。……，各人が，彼のもろもろの関心事

のうち，価値としての妥当を要求する，まさにそ

うした関心事のために「生き抜くこと」こそ，彼

にとって己の人格を関わらせている理念として妥

当するのである。しかし，そうした価値の妥当を

評価することは，信仰の問題であって，……経験

科学の対象では決してない（OE, s.152, p.37）。

　価値がこのような意味をもつとすれば，価値は科

学によって基礎づけられたり，導出されたりしては

ならず，両者が混同されてはならないのは明らかで

ある。なぜなら，科学は，「真理」という万人に承認

を強制する独特の力をもっており，科学に価値評価

を可能とする権限を与えることは，価値から良心の

自由の基盤たる資格を奪い，諸人格の内奥にかかわ

る価値判断までもが，科学の名をもって人々に強制

されるという最悪の結果をもたらすことになるから
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である。ヴェーバーにとって，これ以上に恐ろしい

事態はない。科学が，人間理性を明晰にし，事実認

識をもってその判断を助けるという本来の役割を逸

脱し，人々に特定の価値判断を強制するとしたら，

それは，自由の死滅を意味するであろう。したがっ

て，ヴェーバーの「価値自由」は，まずもって，科

学に，自らの能力を超える問題に口出しするような

越権を禁じることであり，科学に事実認識という真

理価値に奉仕する自らの任務を自覚させ，その資格

と権限を限定することを求めているのである。

　経験科学は，なんびとにも，なにをなすべきか

教えることはできず，ただ，彼がなにをなしうる

か，また―事情によっては―なにを意欲して

いるか，を教えられるにすぎない（『客観性』

s151, p35）。

　この雑誌は，［科学が］科学的妥当性をそなえ

た実践的規範を獲得することができる，という重

大な自己欺瞞にたいしては，徹底的に闘うであろ

う（OE, s.155, p.42）。

　規範的科学であれ，経験科学であれ，科学が政

治的に行為する者や抗争する党派のために果たす

ことができる極めて貴重な職分は，ただ，ひとつ

あるばかりである。すなわち，その者たちに向か

って科学は言う。第一。実践的諸問題について

は，これこれの異なる「究極の」態度がありうる。

第二。これらの態度のうち，一つを諸君が選択す

るばあい，諸君が考慮しなければならない事実は

これこれである（SWF, s.499, p.310）。

　ヴェーバーの議論の中心は，科学にたいしては，

冷静に，そのなしうることを限定すること，そうす

ることでこそ科学的認識が有する独自の価値に尊厳

が与えられると主張することにある。上の引用でも

示唆されているように，科学は，その限界の範囲内

において，個人が実践的領域で直面する価値判断の

選択問題において，なしうる貢献があり，それは，

けっして小さいわけではない。科学は，価値判断が

直面する諸問題の事実連関や対立する諸価値の相互

連関，価値判断が導く行為とその因果的諸帰結の予

測などにおいて，可能な限り正確な知識を提供でき

る。したがって，科学は，価値判断に批判的に関与

し，価値判断を賢明にし，責任倫理的問題領域では

重要な寄与をすることができる。科学が価値と関わ

る論理的な連関を，ヴェーバーは「価値討議」とい

う討議手続きのかたちで，明示している。ヴェーバ

ーの思想を理解する上で「価値討議」の概念は深い

意味を持つが，ここでは深入りしない７）。ここでは，

行論に即した論点を示している以下の言葉を挙げる

だけにする。

　経験的学科がその武器によって提示できるの

は，ただ，�どうしても必要な手段，�避けるこ

とのできない副次的結果，�それらが条件になっ

てのことだが，考えうるさまざまな評価相互間に

起こる競合，その実際の結果，これ以上のなにも

提示できない。……ある目的はそれにどうしても

必要な手段をどこまで神聖化すべきかとか，意図

しない副次的結果にどこまで目をつむるべきかと

か，さらには実際に衝突しあっているさまざまな

―意図したもしくは義務づけられた―目的相

互の�藤は，いかにしてこれを調整すべきかと

か，なんでもない問いだが，こういった問いにな

ってくると，もう全く選択ないし妥協の事柄にな

ってしまう。この場に登場してきて何かの決定を

なしうるような（合理的ないし経験的な）科学的

操作など，ひとつとして存在しない。科学は個人

に代わってこの選択の労をとれるまでになった，

厳密に経験的なわれわれの科学が，そんなことを

言って威張れるわけがない。だから，そんなこと

ができるというふうな素振りも戒めねばなるまい

（SWF, s.508, p.320-1）。

　われわれは，明晰さということのためになしう

る学問（科学）の最後の寄与に到達する。そし

て，同時にこれが学問のなしうることの最後の限

界ともなるのである。……

　われわれ［科学者，教師］もまた，われわれの

任務をわきまえているかぎり，……各人にたいし

てかれ自身の行為の意味について自ら責任を負う

ことを強いることができる。……私としては，こ

のことは，……各人の個人的な生活にとって小さ

な事柄であるとは思えない。……，かれは「道徳

的」な力に仕えているのであり，明晰さと責任感

を与える義務を果たしているのである（WB, 



s.608, p.63-4）。

　自らのもちうる能力の限界を越える科学の越権

は，結局は真理に奉仕するという科学の価値を台無

しにするだけでなく，人間世界の実践的価値領域の

固有の尊厳を侵害し，人間の実践的自由を危機に陥

れるのである。このようにみてくるならば，ヴェー

バーの価値自由の主張の核心的含意は，科学的知識

にそれにふさわしい制限を課し，価値領域の独立と

尊厳を確保する主張であり，実践的価値領域におけ

る主体的な選択と自由の諸活動に余地を開けるこ

と，いわば実践的倫理的アリーナを開くための闘い

を象徴しているといえるのである。このことは，価

値領域の喪失の危機に直面して，価値を擁護し，価

値判断にそれにふさわしい位置を回復させることを

意味している。それは，まずもって，実証知の擁護

ではなく，実践的自由の擁護なのである。

　『客観性』論文を読むものは，そこで主として論

じられていることが，その表題から大方が期待する

ような科学的知識の価値からの独立性という意味の

「客観性」ではなく，むしろ，知識が主導的価値観点

やさらにはそれを導く時代と研究者の価値理念にも

とづくということの論証に圧倒的ページが割かれて

いることに気づくはずである。そこで「文化科学」

と名付けられた，社会科学，歴史科学は，無限に多

様な現実から意義ある研究対象を設定するためにも

一面的観点を定めなければならず（OE, s.171, 

p.73），そしてこの観点は「研究者の価値理念」によ

って支えられるのであり，その意味で，「文化科学

的認識は，……『主観的』な前提と結びつけられて

いる」ということが繰り返し強調されている（OE, 

s.182, p.96-6）。

　価値理念が『主観的』であることには，なんの

疑いもない。………，なにが探求の対象になり，

その探求が，無限の因果連関のどこにまでおよぶ

か，を規定するのは，研究者および彼の時代を支

配する価値理念である（OE, s.183-4, p.99）。

　社会科学的認識の「客観性」は，経験的に与え

られるものが，なるほど常に，それのみが社会科

学的認識に認識価値を付与するところの価値理念

に準拠し，経験的に与えられるものの意義も，こ

の価値理念から理解されるのではあるが，それに

もかかわらず，経験的に与えられるものが，当の

価値理念の妥当の証明という経験的には不可能な

ことの足場とされることは決してない，という事

情に依存しているのである（OE, s.213, p.158-9）。

　以上のことから，ヴェーバーの科学論の主眼が，

科学研究さえも，価値領域との結合無しには不可能

であるということ，科学的認識さえも，価値世界と

事実認識とを結びつける媒介をなしているという主

張にあるとみてとれる。ヴェーバーの「価値自由」

の主張の基調が，自由の根拠たる価値の尊厳を毀損

する科学の誤った理解に抗して，科学の資格を限定

づけ，価値に従属するその地位を自覚させ，価値領

域の独立性と尊厳性，その意味と役割を論証し，価

値次元の復権をはかることにあったということを確

認しておきたい。

　このようにみてくるなら，では，科学の前提とな

る価値理念の「主観性」と，その尊厳のためにも必

要不可欠な科学的認識の妥当性という意味での「客

観性」とをいかに関連づけることができるのか，と

いう問題が残っているように見える。この論点は，

ヴェーバーの主張の正当性にとっても，極めて重要

な問題である。特に，肝心の『客観性』論文では，

表題に反して，科学が文化意義と価値理念に支えら

れるという主観的側面の方が強調されており，しか

も，客観性の根拠について必ずしも明確な規定を与

えていないことによって，読者に無用な混乱と誤解

を誘う面があることはたしかである。しかし，ヴェ

ーバーはその後の研究の進展のなかで，経験的事実

についての認識の真理基準や検証問題を明確に定式

化しており，最終的にはヴェーバーの科学論の論理

構造としてはなんら不明確な点は生じていない。と

はいえ，『客観性』論文の執筆時点でヴェーバー自

身，ある種の曖昧さを残していたことは確かであ

る。この点には，次章で触れることにする８）。

　それはともあれ，ここで強調したいことは，ヴェ

ーバーの思想における一貫した価値問題，倫理問題

優位の観点である。こうして，ヴェーバーにおいて

は，科学的知識も，より広い実践的価値領域にその

足場をおいており，人間の諸活動いっさいは，結

局，価値世界と現実世界すなわち，信と知の二つの
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世界の相互関係，それを媒介するわれわれの実践

（行為）とその意味という問題に関連させられて考

えられているのである。

２．主知主義的合理化と学問（科学）の危機

　ヴェーバーが，より広い視野から科学（学問

Wissenschaft）における価値自由論の背景的問題意

識を率直に披瀝しているテキストは，有名な講演録

『職業としての学問』である９）。ここでは，科学の営

みの意味や倫理問題が問われるのだが，さらにヴェ

ーバーの生涯の中心テーマである西欧の合理化とい

う時代の危機との関わりで考察されている。

　ここで，ヴェーバーは，科学（学問）の果たす役

割について，かっては，プラトンの洞窟の比喩には

じまり，学問的な知によって，永遠の真理や，世界

と人生の意味について知り，神に至る道を見出すこ

とができると信じられた歴史をふりかえりつつ，そ

のような時代が今日では過ぎ去ったことの深刻な意

味について聴衆に語る（WB, s.595-597, p.36-40）。

すなわち，西欧の歴史がたどった運命としての「合

理化」の重要な一部である「主知主義的合理化」，

「世界の脱魔術化」の容赦のない進行についてであ

り（WB, s.533-4p31-3），互いに争う諸価値の相克，

すなわち「神々の争い」についてである（WB, 

s.604-5, p.54-57）。ヴェーバーにとって，科学は近

代の危機である主知主義的合理化の推進力そのもの

に他ならない。科学（学問）は，世界から魔術的な

ものを放逐するだけでなく，およそ世界からその

「意味」を除去することに寄与している。「もし，こ

れらの学問がなにかこの点で役立つとすれば，それ

はむしろこの世界の『意味』というようなものの存

在に対する信仰を根本から除き去ることである」

（WB, s.597-8, p41）。近代は「意味喪失」の危機に

あるというこの認識はヴェーバーがニーチェと共有

する深刻な危機意識である。それはまさに，知の合

理化の帰結に他ならない。これをうけて，さらに，

次のように言う。

　学問が，こんにち専門的に従事されるべき「職

業」として諸々の事実的関連の自覚および認識を

役目とするものであり，したがってそれは，救い

や啓示をもたらす占術者や預言者の贈りものや世

界の意味に関する賢人や哲学者の産物ではないと

いうことは，もとよりこんにちの歴史的情況の不

可避的事実であって，われわれは自己に忠実であ

る限りこれを否定することができない（WB, 

s.609, p.65-66）。

　ヴェーバーは，主知主義的合理化に対抗するため

に，これを否定するといった戦略をとらない。彼

は，「認識の木の実を食べた」時代の運命（OE, 

s.154, p.41）を引き受け，その魔術からの解放の契

機を，一見逆説的ではあるが，自由擁護の戦略とし

てみずから採用するのである。これが，「価値自由」

の主張のより深い意味である。その際の標語は，こ

れもニーチェから引き継いだ「知的誠実（die 

intellektuele Rechtschaffenheit）」の徹底である。

「主知主義的合理化」，「知的誠実」，「価値自由」は，

同じ根源をもつ概念なのである。

　かれ［学者］にもとめるものは，ただ「知的誠

実」ということだけである。すなわち，一方で

は，事実の確定，つまり諸々の文化財の数学的あ

るいは論理学的連関およびその内部構造いかんに

関する事実の確定ということ，他方では，文化一

般および個々の文化内容の価値いかんの問題およ

び文化共同社会や政治団体のなかでは人はいかに

行為すべきかの問題に答えるということ，この二

つのことが全然異質な事柄であるということをよ

くわきまえているのが，それである（WB, s.601-

2, p49-50）。

　この［知的誠実の］義務の回避は，自己の究極

の立場決定について自己の宿命を見極めるという

勇気をもたず，この義務を意気地のない妥協によ

って軽減しようとするときに生じるのである

（WB, s.613, p73）。

　「知的誠実」は，知の合理化の要請の一部でもあ

るが，この事実を潔く受け入れてその要請に応える

ことができず，いたずらに預言者を期待したり，科

学（学問）に不可能な越権的能力を求めたり，知性

を犠牲にして情念的な「体験」の興奮に真実を発見

しようとするようなさまざまな態度が，冷酷に批判

されている。



　この認識は，ニーチェの洞察に依拠したヴェーバ

ーの近代認識であり，即事象化がもたらす意味喪失

（ニヒリズム）の危機を明晰に見据え，自覚するも

のである。この時代の「宿命」に抗って，いたずら

に科学を侮蔑して，非合理的な体験に賭けてみて

も，その結果は，科学の価値を毀損するだけでな

く，結局は老かいな「悪魔」の�食になるだけなの

である。主知主義の運命を嫌って，知性を悪魔とみ

なす人々にたいして，ヴェーバーは言う。「気をつ

けろ，悪魔は年をとっている。……悪魔をかたづけ

てやろうと思うならば，………，悪魔の能力と限界

を知るために前もってまず悪魔のやり方を底まで見

抜いておかなければならない」と。この言葉は，比

喩的ではあるが，ヴェーバーの思考の脈絡を印象深

く示している。彼は，科学の即事象化を引き受けつ

つ，この科学の能力と資格を明晰にとらえ，これと

明確に区別される価値次元の独自の尊厳を復権さ

せ，関連づけることよって，価値領域の死滅の危機

になんとしても抵抗しようとする。ただし，この価

値の領域は，平和な秩序ある状態ではない。それは

それで，神々の争い合う深刻な対立と相克の世界で

ある。しかし，ある意味では，だからこそ，個人の

選択と判断，そして責任というカテゴリーが，真実

なものとなる。ヴェーバーにとっては，自由とはそ

もそもそのことの自覚なしにはありえないものなの

である。

Ⅱ．方法論論争と価値自由科学の理論的課題；その１

―法則主義的科学観の問題性と個性認識の意義―

　ここでは，ヴェーバーが「価値自由」の主張に込

めた問題意識を，科学の方法をめぐる当時の論争に

かかわって，それをどのような科学方法論上の理論

課題として受け止めたのかを考えていきたい。その

背後には，時代と科学の現状についての深刻な危機

意識があった。ヴェーバーは，社会科学，文化科学

の性格理解について新しい理論的課題が生じている

と受け止める。彼は，価値自由の思想を具体化する

新しい社会科学を創造する課題に精力的に取り組ん

でいくのである。

　周知のように，この当時の社会科学をめぐる科学

論上の動揺と危機は，歴史的方法と理論的方法（あ

るいは個性科学と法則科学）の対立する二つの科学

の性格をめぐる論争に現れていた。前者はシュモラ

ーに代表されるドイツ歴史学派の立場であり，歴史

の質的個性的認識を標榜する。他方は，メンガーの

理論経済学が代表する普遍的法則科学への志向であ

る。ヴェーバーは，歴史的現実の個性的認識を主張

する歴史学派の立場にたちつつ，歴史学派が普遍概

念を発展法則概念と結びつけ，価値判断を歴史認識

に混入する姿勢を保持していることを批判し，価値

判断と事実認識の峻別を基礎とする価値自由な科学

を対置するとともに，有名な「理念型」論の考案に

よる厳密な概念構成の必要性を訴えて，歴史学派の

危機を乗り越えようとした。また，メンガーらの法

則科学の提唱にたいしては，これを理念型の一特殊

事例として承認しつつ位置づけ直すとともに，文化

科学の認識目的をあくまで個性的歴史認識におき，

理念型による歴史的個体概念ならびに諸類型概念の

構成，理解的解明と結合した因果帰属，といった新

しい科学方法論を開拓し，経験規則や法則認識を個

性的歴史認識のための補助手段として位置づけるこ

とで乗り越えをはかっていった。およそこれらのこ

とを，当時の論争へのヴェーバーの基本姿勢として

おさえておくことにしよう。以下，ヴェーバーの問

題意識のありかを，いくつかの重要論点に関連し

て，少し詳しくみておこう。

１．法則主義的科学観の問題性と個性認識の意義

　ヴェーバーが『客観性』論文で，繰り返し論じて

いるテーマに，法則科学と法則認識の位置づけの問

題がある。もちろん，個性的認識こそヴェーバーの

目指す社会科学の目標である。しかし，この論点に

おいても，ヴェーバーの深刻な危機意識が背景にあ

る。

　この問題については，テンブルックの議論が理解

を深めてくれる１０）。テンブルックは，歴史学派の立

場をとるヴェーバーが，メンガーの法則概念の真実

性について深刻であり，それを「理念型」概念を説

明する一つのモデルとして扱い，重視していること

に注意を促している。ヴェーバーの論争へのコミッ

トメントを促す問題意識がここにあると。つまり，

法則科学における実証主義，自然主義の傾向が，こ

こでは「主知主義的合理化」の意味喪失の危機と重
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ね合わせてとらえられているのである。それは，ヴ

ェーバーにとって，社会と社会科学における人間の

意味付与の能力，つまりは自由の喪失への危機を意

味していた。メンガーの法則科学の問題提起と隆盛

は，社会科学における法則主義的認識様式の一元支

配への深刻な危機意識をヴェーバーに引き起こし

た。メンガーの主張への深刻かつ真剣な反省は，こ

こからきていると。テンブルックは，『客観性』論

文から，次のような言葉を引用している。

　その後，近代の生物学が，実在のうち，歴史的
� � �

に
�

，つまりそれがかくなって他とはならなかった

性質において，われわれの関心を引く構成部分を

も，普遍的に妥当する一発展原理という概念のも

とにもたらし，この発展原理が，少なくとも見か

け上，―もとより，真ではないが―その対象

について本質的なものすべてを，普遍的に妥当す

る一法則図式のなかに編入することを許すにいた

って，あらゆる科学における価値観点の神々の黄

昏が近づくかに見えた。というのも，……あらゆ

る科学的研究の前提である因果原理は，あらゆる

出来事を，普遍的に妥当する「法則」にまで分解

することを促すかに見え，最後には，こうした思

想を真面目に受け取ってきた自然科学の夥しい成

果が日の目をみるにおよんで，科学研究の意味

は，出来事の法則を発見すること以外には，およ

そ考えられないように思われたからである」

（OE, s.186, p.104）。

　テンブルックは，実証主義的な法則科学の進展を

「あらゆる科学の価値観点の神々の黄昏」と表現し

ているヴェーバー独特の修辞に着目して，「ここで

は，法則科学的な立場の一帰結が明らかにされてい

る」，「すなわち，一切の価値観点の終焉である」と

述べ，「科学の社会的意義を確信する一世代にとっ

ては，価値観点に結びついた文化それ自体の存続が

賭けられることになった」と位置づけている１１）。こ

の指摘は重要である。ヴェーバーの科学論研究の背

景的な問題意識には，この「自然主義的一元論」の

傾向とヴェーバーが呼ぶ事態への深い危機意識があ

ったと考えられる。この危機意識は，あきらかに，

先にみた，『学問』における主知主義的合理化と科

学の運命にかんする危機意識と同じものである。こ

の事態に対抗する戦略は，広く言えば，前にみたと

おり，「価値自由」（「知的誠実」）の徹底ということ

になる。しかし，科学の即事象化という事態を逆手

に取るとはいえ，ただ進行する実証主義や法則科学

を容認することでは，これに対抗することには全く

ならない。したがって，価値自由を貫きながら法則

主義的な自然主義的一元論を乗り越える新しい科学

方法論を独自に構想することがヴェーバーの課題と

なる。ヴェーバーの見るところでは，科学について

の「自然主義的一元論」，言いかえれば，自然科学の

成功からの類推によって社会科学の目的を法則認識

にもとめる科学観の浸透は，二つの点で問題を内包

している。一つは，社会科学の目的はなにか，とい

う問題であり，もう一つは，科学的認識の前提とな

る価値観点の問題である。もちろん，二つは密接に

関連している。以下，二つの点についてみてみよ

う。

　まず，科学の目的について。ヴェーバーにとっ

て，社会科学の目的は，抽象的法則認識では断じて

ない。個性的現実の個性的な諸特徴の認識こそ，社

会科学の目的である。

　社会科学的関心の出発点は紛れもなく，我々を

取り囲む社会文化的生活の現実，それ故，個性的

に形成された姿である。社会科学は，この姿の，

普遍的な，しかしだからといって個性的に形成さ

れていることはもとよりいささかも変わりない連

関と，それが，他の，もちろんこれまた個性的性

質を備えた社会文化状態から生成してきた経緯と

を，究明する（OE., s.172-3, p.77）。

　このように，個性認識を科学の目的に定める理由

は，社会的文化的な現実が，そもそも質的で個性的

で多様な諸連関によって成り立っているからであ

る。このような現実から量的規定性だけを抽象した

「法則」は，質的個性的な「現実」をとらえるもので

はないのである。以下の言葉は，「法則」認識にた

いして極めて厳しい批判である。

　歴史現象をその具体的な前提において認識しよ

うとする研究にとって，もっとも普遍的な法則



は，内容がもっとも希薄であるから，通例もっと

も価値が乏しい。……それは，我々を，現実の豊

かさから遠ざける。……文化科学においては，普

遍的なものの認識は，我々にとり，決してそれ自

体価値のあるものではない。……，［したがって］

科学研究の理想的目的は経験的なものを「法則」

に還元する事でなければならない，という意味

で，文化事象を「客観的に」取り扱う事には意味

がない。……無意味であるということは，……文

化事象が，法則的に生起することがないからでは

なくて，むしろ，社会的法則の認識は，社会的現

実の認識ではなく，われわれの思考が用いる補助

手段の一つにすぎないからである（OE, s.180, 

p.91-2）。

　上記の引用で，科学の目標としての個性認識，そ

の背後にある豊かな多様性という現実理解，法則認

識を目的とすることの無意味性，その概念の手段的

性格，についてのヴェーバーの一連の見解が極めて

簡潔に示されている。

　このような限定的性格をもつ法則認識が，社会的

文化事象の本質を把握しており，そこからわれわれ

にとって意義ある現実を演繹できるとさえ主張さ

れ，法則認識こそ科学の唯一の目標であるされ，個

性認識などは科学の目標にさえ値しないとみなされ

る傾向にたいして，ヴェーバーが強い危機感をいだ

いたのは，当然である（OE, s.187-8, p.106-7）。

　だが，ここで，注意すべきは，ヴェーバーの危機

意識は，法則主義によって，科学上の現実認識がね

じ曲げられるという認識上の危機意識にとどまるも

のではないということである。前に指摘したことと

関連するが，ヴェーバーは，社会における法則概

念，あるいはさらに進めて歴史における発展法則概

念が，自由を侵害する性格を内包しているという問

題点について，極めて敏感なのである。ヴェーバー

は『ロッシャーとクニース』論文のある注で，フォ

ン・ベロウを引用して，「自然研究によってもたら

された，われわれが一般的な自然法則に従属すると

いう理論が，われわれに引きおこすところの人を意

気消沈させ鈍らせてしまうような感情」について言

及し，「ロッシャーにとってはこのような感情は問

題になっていなかった」と述べ（RK, s.23, p.50-1），

同書の本文では，「歴史的発展という思想のなかに

道徳的な掟の規範的性格を無内容にするという働き

がある」ことを彼は知らなかったと批判的に述べて

いる（RK, s.40, p.84）。また，上記の注では，ベロ

ウの不安を募らせる，法則信仰ともいうべき奇妙な

思想，「予定説」，「人間機械論」，「マルクス主義」が

近代に起こったことにふれ，「われわれは，この点

にまだ何回も立ち戻るだろう」と述べているのであ

る。ヴェーバーの危機意識は，ここでも，科学の方

法問題と同時に，むしろ，「道徳的判断の自由のゆく

え」というところに最終的な焦点が据えられている。

　さて，法則認識がはらむ第二の問題は，価値観点

の消滅という危機である。この論点は，より明確に

自由の問題に直結している。というのも，自然主義

的な法則主義的認識を科学の唯一の目標とみなす主

張には，科学に，価値理念や価値観点が介在する余

地を認めず，社会的諸事象のうちで，普遍的で繰り

返し生起する法則的事象こそ知るに値するものであ

り，観点は議論の余地なくあらかじめ客観的に決定

されいるかのような無批判な理解が隠されているか

らである。つまり，文化科学の成立にとって，根源

的な前提であるとヴェーバーが考える，「価値理念

に基づく価値観点」の設定という科学的認識に不可

欠な主体的契機が�奪されるという問題である。

　前章でも見てきたように，ヴェーバーは，社会的

諸事象の無限な多様性という現実規定をもとに，そ

こから意義ある「知るに値するという意味で本質的

な」側面を取り出すことができなければ意味ある認

識は成立しないと考える。そしてこの知るに値する

意義あるものを取り出す観点は，認識者の価値観点

（価値関心とも言われる）であり，その価値観点を

支えているのは価値理念である。また，ヴェーバー

は自身がめざす社会科学を「現実科学」（OE, s.170, 

p.73）とならんで「文化科学」とも呼んでいるが，

文化科学とは，社会的現実をその「文化意義」に関

連させて研究する科学という意味である（OE, 175, 

p.82）。そしてこの文化意義は，価値理念に基づい

ている。前章でも異なる脈絡で触れた「文化科学の

認識を領導する価値理念」というこの考えは，周知

のように，リッケルトの無限に多様な「異質的連続

性」という現実規定，それを認識する際の対象選択

のにとって不可欠な前提となる「価値関係」，とい
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う考え方を引き継いでいる１２）。しかし，この概念の

適用においてヴェーバーは，社会的に客観的な普遍

的価値を強調するリッケルトよりも，遙かに個性的

主体的な価値理念の選択という側面を際だたせてい

る。価値観点は素材からとりだすことはできず，あ

くまで価値世界に関係する人間の主観の主体的決定

に依存する。法則認識は，みずから特定の価値観点

（量的規則性への関心）をあらかじめ前提している

にもかかわらず，この価値観点を曖昧にし，隠�す

る。まして，法則認識が科学の唯一の目的とされる

ならば，科学において価値観点の自由は消滅してし

まうであろう。

　我々は，生活現象をその文化意義において認識

しようとする学科を，「文化科学」と名付けた。

ある文化現象の形成の意義，およびその意義の根

拠は，法則概念の体系がいかに完全になっても，

そこから取り出したり，基礎づけたり，理解させ

たりすることはできない。というのは，そうした

意義やその根拠は，文化現象を価値理念に関係づ

けることを前提としているからである。文化概念

は，一つの価値概念である（OE, s.175, p.82-3）。

　われわれは，個々の場合に，その都度，この価

値理念のもとに「文化」を考察するのである。文

化とは，世界に起こる意味のない，無限の出来事

のうち，人間の立場から意味と意義とを与えられ

た有限の一片である（OE, s.180, p.92）。

　文化的現実の認識はすべて，……つねに特殊化

された固有の観点のもとになされる認識である。

……，そうした観点を「素材そのものから取り

出」せるといった憶見が，たえず現れるとすれ

ば，それは専門学者の浅はかな自己欺瞞による

（OE, s.181, p.94-5）。

　研究者の価値理念がなければ，素材選択の原理

も，個性的現実の有意味な認識もないであろう。

また，何らかの文化内容の意義にたいする研究者

の信仰がなければ，個性的実在を認識しようとす

るいかなる研究も端的に無意味であるのと同様

に，かれの個人的信仰の方向，かれの魂の映ずる

価値の色彩の分光が，かれの研究に方向を指示す

るであろう（OE, s.182, p.95-6）。

　社会科学認識における価値理念の介在という事実

は，ヴェーバーの価値世界と認識とを関連づける

「価値自由科学」の方法論的展開の要である。

２．価値理念に基づく科学的認識の客観性

　ここで，ヴェーバーの価値理念，価値観点の主張

は，科学的認識の価値判断への従属を主張するもの

で，事実認識から価値判断を排除する「価値自由」

の主張とは矛盾するのではないか，という疑問につ

いて，前章では説明しなかったが，簡単に触れてお

く。ヴェーバーは，確かに科学は価値理念との関係

において，その認識を成立させているという点で，

主観的前提に依存していることを認める。しかし，

科学的認識のための価値観点は，直ちに認識対象に

ついての特定の価値判断や価値評価を意味しない。

ヴェーバーの科学論の世界観的構図では，意味や価

値の次元と実在領域における因果的諸事実の次元は

それぞれ独立であり，認識は両次元の媒介である。

したがって，価値関係（価値観点）は，あくまで科

学的認識関心として認識を領導するが，因果的事実

世界を把握する事実認識は，事実認識としての客観

的判定基準をもち，それに従うのである。すなわ

ち，価値観点は問題設定や関心を向ける諸事象，諸

側面を確定する際に，さらには因果帰属の遡及の限

界を定める際に関与するが，事実認識と諸事象連関

の認識，因果帰属の客観的妥当性については，経験

的「検証」に委ねられているのである。従ってその

認識成果は経験的「検証」に支えられる限り，あく

まで客観的であり，主観によって左右されるもので

はない。ここでは，紙数に余裕がなく，詳論できな

いが，『客観性』論文では，この認識の客観性の意味

や妥当性の検証問題についての検討が不十分で，そ

の論理構造は不明確なままにとどまっており，主観

主義的傾向が強く印象づけられる叙述となってい

る。しかし，その後ヴェーバーはこの問題の明確化

に取り組んでおり，「クニース批判論文」と「マイヤ

ー批判論文」では，事実認識の検証問題が論じら

れ，明快な論理によって定式化されることにな

る１３）。いくつかの引用で示そう。

　「解明」はもちろん，「客観化」から自由な直感

とか単純な模写とかいう方法で発生したものと考



えるべきものでは決してない。具体的な思想の開

明的「推論」は，……ゴットルの仮定に反して，

「自然科学」の仮説と論理的に同様な意味で，た

えず「経験」による「検証」を採用することは，

一般に自明のことなのである（RK, s.102, p.205）。

　認識の論理的な構造は，具体的ケースにおける

その経験的妥当性が疑われ，そのゆえにそれが実

証されねばならないようなときに，明らかにな

る。この実証がはじめて，無条件に，使用された

諸概念の相対的確定性を要求するのであり，また

それが，例外なくつねに普遍化的な認識を前提す

るのである（RK, s.111, p.228）。

　 ［歴史家が行う］論理的加工は，「歴史的個体」

の形成にあたり，評価作用をしりぞけてその位置

に 単に理論的な価値への「関係」を置くのであ

る。………，説明されるべき「歴史的個体」の選

択と形成をそのものの側から想定するところの指

導的価値の選択において，歴史家は「自由」なの

である。だが，それ以上の過程においては，彼は

因果的帰属の諸原理に端的に結びつけられている

（RK, s.124, p.256）。

　マイヤー批判論文では，事実認識としての因果帰

属の妥当性検証について，「客観的可能性判断」の

方法を介して精緻化され，より明確にされている。

　ここで，……「主観的」であるのは，決して与

えられた解明の対象における歴史的諸原因の確証

についてではない。主観的なのは，歴史的対象

の，すなわち個体そのものの，区画である。なぜ

なら，対象を区画する場合，これを決定するのは

価値諸関係であり，価値諸関係による把握は歴史

的に変化するからである。……だから，マイヤー

が，我々は決して歴史的なものについて絶対的で

無条件に妥当する認識に到達する事はできないで

あろうと考えるのも，一面では，間違っている。

つまり，それは，原因の認識［因果連関という事

実連関の認識―佐藤］に関しては当たらない

（KS, s.261, p.170）。

　歴史叙述も真理としての妥当性を要求する。

我々が今までもっぱら観察してきた歴史叙述の研

究の最も重要な側面である因果的遡源が，このよ

うな真理としての妥当性を得るのは，この遡源

が，……あの一般化の吟味に耐えた場合に限られ

るのである。つまり客観的可能性の範疇と，それ

によって可能となる総合的因果帰属とを利用し

て，因果的な個々の構成分子を遊離し，一般化す

る事によって，行われる吟味に耐えた場合に始め

て因果的遡源は妥当性を獲得するのである（KS, 

s.279, p.196）。

　ちなみに，認識を構成する過程における理念型概

念ならびに仮説構成の自由と認識成果の客観的妥当

性についての厳正なテストというこのような知識構

成の二重性理解は，ポッパーの科学論における仮説

設定の完全な自由とその認識成果の真理性テスト

（反証テスト）という二重性理解とその基本的な構

造は同じである１４）。したがって，価値理念の介在や

研究者の人格性の介在についての主張は，検証基準

がそれと独立に設定される限り，なんら認識の客観

性を損ねるものとはならない。そして，このことは

現に我々が行っている認識活動の実相によりよく照

合しているといえる。ここでは，価値自由科学の原

則は，認識内容の価値からの自由（客観性）と言う

意味でも，研究上における価値関係的問題設定の主

体的自由という意味でも，その二重の意味で完全に

維持されている。価値世界と科学的認識とが相互に

独立でありかつ本質的な媒介関係をもつというヴェ

ーバーのこの科学理解は，法則主義の危機に対抗

し，二重の意味で価値自由な個性認識を擁護すると

いう困難な課題に見事な解決をもたらす。このよう

に，価値世界と現実世界（因果世界）との二元論的

媒介というヴェーバーの理解は，科学的認識におけ

る問題解決に計り知れない利点をもたらしているの

である。ヴェーバーにおいては，このような二元論

的世界把握は単なる認識論的な構図（認識主観内部

の関係）ではなく，明確に現実世界の実践と関連し

た存在論的二元論として想定されていると私は理解

している。実践も認識も多元主義的存在論の立場か

らみれば存在諸次元（価値，認識主観，実在）の相

互媒介の一形式なのである。ここで，「価値自由な

問題設定」について，彼が存在論的な次元連関の問

題として思考していることを示すものとして，興味

深い次の言葉だけを引用しておく。
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　経験科学の問題設定は，確かに学科ごとに「価

値自由」に答えられるべきである。それは，「価

値問題」ではない。しかし，われわれの学科で

は，問題設定は実在（die Realität）が価値と関わ

り合う関係によって決まってくる（SWF, s.511, 

p.324）。

Ⅲ．方法論論争と価値自由科学の理論的課題；その２

―歴史学派と「ヒューマニズム」科学の危機―

　さて，科学方法論にかかわって，もう一つのヴェ

ーバーの危機意識を構成しているものは，法則科学

の代表者メンガーとの論争相手だった「歴史学派」

のはらむ問題点である。ドイツ歴史学派は，ヴェー

バー自らその子を任じているという意味で，彼にと

ってその問題点の克服は身近な中心課題であった。

ヴェーバー自身が仕掛けた「価値自由論争」自体

が，この立場を代表する先行世代への彼の挑戦状と

いう意味をもっていた。ヴェーバーが主に批判の対

象としたのは，この派の第一世代に属するロッシャ

ーとクニースであり，第二世代を代表するシュモラ

ーであった。世代の違いはあっても，ヴェーバーが

洞察した歴史学派の基本的問題点は，共通してい

る。それは，倫理的科学を標榜する科学的認識と価

値判断との分離の不徹底，価値判断を科学的に導出

できるとする自己欺瞞，つまりは「認識の木の実を

食べた現代人」の知の運命についての無自覚と危機

意識の欠落，因果性と法則性との混同による法則科

学への対抗の不徹底，歴史発展の法則への安易な依

存にあった。これらの問題点は，それぞれ内的に密

接に関連している。そして，これらの諸問題が集約

的にされる方法論上の中心的問題点が，ヘーゲル的

な概念実在論的「流出論理」の問題である。また，

これと関連して極めて重要なことは，これらの歴史

学派批判の論点は，ほとんどそっくり，当時の歴史

法則主義的，あるいは概念実在論的傾向をもった

「マルクス主義」についても当てはまるという点で

ある。私はこの問題を，あえて，実証主義的法則主

義への対抗を意図した「ヒューマニズム科学」の陥

穽とその危機として，とらえ返すべきだと考えてい

る。

　ここでは，紙数制約のため，第一に，今日でもよ

く見かけられる，慣習倫理的道徳が実際生活で機能

している「事実」から，実践的価値判断や政策的価

値判断を導き出せるとする考えにたいするヴェーバ

ーの批判を取り上げ，次いで，第二に，流出論理の

問題性と関連させながら，歴史の発展法則から実践

的価値基準を取り出せるとみなす考え方へのヴェー

バーの批判を取り上げて，検討することにしたい。

１．慣習倫理（die Sittlichkeit）と規範倫理（die 

normative Ethik）

　まず，「慣習倫理」と「規範倫理」の関連につい

て，ヴェーバーは，シュモラーを念頭に，「倫理的進

化論と歴史的相対主義」とを結合した「倫理科学」

を構想する試みについてとりあげ，これを批判して

次のように言っている。

　それは，倫理的規範から形式的性格を�奪し，

文化価値の総体を，慣習倫理的なもの（das 

Sittliche）の領域に引き入れることにより，「慣習

倫理的なもの」を内容的に規定し，そうすること

で，国民経済学を，経験的な基礎の上に立つ，「倫

理科学」にまで高め，それ相応の威厳を付与しよ

うとした。だが，この企ては，およそ可能な文化

理念の総体に，「慣習倫理的なもの」の刻印を押

すことにより，倫理的命令に特有の威厳を雲散霧

消させながら，そうした理想の妥当に「客観性」

を与えることには，なんら寄与しなかった（OE, 

s.148, p.28-9）。

　ここで，慣習倫理や文化価値あるいは文化理念と

いわれているものは，現実の社会制度や社会生活の

なかで制度上前提されて機能している習俗的な倫理

や文化価値（政治，経済，科学，宗教，芸術などの

諸活動の内部で機能している諸価値）のことである

が，これらは，諸個人が自らの責任で判断すべき倫

理問題への態度決定や価値判断（ここでは規範倫理

が問われる）とは明確に区別されるものだというヴ

ェーバーの前提理解を踏まえる必要がある。ヴェー

バーが主張することは，実在的に機能している諸価

値はただ社会的に機能しているという事実からは，

規範倫理的課題に答える解答を一義的に導き出すこ

とはできないということである。それは，たんに判



断を回避して現状に迎合することを意味し，真に選

択が問われたときには，まったく基準として機能し

ない。選択が問われる価値�藤の場面においてこそ

まさに価値問題が「問題」として浮上してくるので

ある。価値�藤のなかで，それらを総合的に判断し

て秤量し関係づけるような態度決定は，これを事実

問題に委ねて責任を逃れることのできないものであ

る。また，そのような判断を事実から演繹的に導出

して人に強制できるようなものではなく，各個人の

人格の尊厳（自由）に属することがらなのである。

これは，すでに何度も見てきた，ヴェーバーの価値

多元論と価値自由の主張と同じものである。『価値

自由』論文では，この論点が詳論されている。

　シュモラー教授の考えでは，倫理的命令が「諸

文化価値」と同じものになってしまうけれども，

たとえどんなに高い文化価値であっても，そうし

た見方はやめねばならない。なぜなら，諸文化価

値がいかなる倫理（Ethik）とも避けることので

きぬ戦いを戦いあって決着のつかぬ状態にありな

がら，なお諸文化価値が「課されて」いる，こう

いう立場もありうるからである。逆にまた，あら

ゆる文化価値を拒む倫理というものも内的矛盾な

しにありえよう。ともかくこの二つの価値領域は

一致しないのである（SWF, s.504, p.316-7）。

　ヴェーバーは，これにつづけて，シュモラーが問

題にした正義論についても，正義をめぐる諸価値の

相克をとりあげ，特定の判断を一義的に導き出すこ

とはできないということ，また，責任倫理と心情倫

理についての深刻な対立，文化価値の諸領域（宗

教，科学，政治，経済，芸術）相互の鋭い対立に触

れている。事実認識を媒介する価値討議の可能性と

意義について力説しながらも，最終的倫理的判断

は，個人の良心の自由の問題に返すというヴェーバ

ーの一貫した姿勢が顕著である。正義問題で共同的

な探求は可能であると私は考えるが，その際にも，

諸個人の自由な価値判断が前提であるという意味で

は，ヴェーバーのこの基本構図は維持されるように

思う。

２．歴史発展の法則と流出論理の問題

　次に，第二の論点，歴史の発展法則と流出論理の

問題点について見てみよう。この問題に関連して，

まず，国民経済学がたどった歴史的経過のなかでの

ドイツ歴史学派経済学の位置づけについて，ヴェー

バーの捉え方を確認しておきたい。

　ヴェーバーの主張の要点は，以下のようなもので

ある。ヴェーバーによれば，国民経済学は，スミス

以来，国富の増大という実践的価値観点を前提にお

いた技術学という性格をもちながらも，１８世紀の啓

蒙主義的自然法思想のもとで，経済発展にかんする

「自然法則」を探求する科学という自己規定によっ

て，自然主義的な発展法則観を楽観的に信じてき

た。このような自然主義的世界観の幸福な楽観主義

のもとで，価値と事実認識の区別は十分になされて

こなかった。そこに，自然科学の成功に刺激され

て，あらゆる価値から解放された，数学的形式を備

えた概念体系によって全現実の一元論的認識を目指

そうとする傾向が，圧倒的力を持ち始めた。ヴェー

バーが，「自然主義的一元論」の支配と「神々の黄

昏」の危機と称する事態である。これにたいして，

具体的で個性的な社会的歴史的事象に即した研究を

目指す歴史家たち（歴史学派）と社会主義とが，こ

れと対抗して，社会科学における本源的価値観点を

問題にしだした。しかし，ヴェーバーによれば，そ

の対抗は，中途半端な失敗に終わった（以上，OE, 

s.148, p.28/s.185-7, p.102-5参照）。

　なぜそうなったか，そこにどのような問題があっ

たのか，ここがヴェーバーの関心の焦点である。こ

れについて，以下のヴェーバーの言葉は重要であ

る。

　社会主義的な批判と歴史家の研究とが，本源的

価値観点を問題にし始めたとき，生物学的研究の

力強い発展とヘーゲル流の氾論理主義の影響との

ために，国民経済学は，概念と現実との関係を余

すところなく明瞭に認識することができなかっ

た。その結果，……フィヒテ以来のドイツ観念論

の哲学，ドイツ歴史法学派の業績，ドイツ歴史学

派経済学の研究が，自然主義的ドグマの進入にた

いして，強大な堤防を築き上げたにもかかわら

ず，と言うよりも部分的にはむしろ，まさにこの
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研究のゆえに，自然主義的観点は，決定的な箇所

で，いまなお克服されていない（OE, s.186-7, 

p.105）。

　ここで，歴史学派と並んで「批判的社会主義」も

同様の問題をはらむものとして挙げられていること

にも留目すべきであろう。これらは，政治的党派の

右左に関係なく，１８世紀啓蒙以来の幸福な楽観主義

的ヒューマニズム科学の伝統に根ざすものととらえ

ることができる。ともあれ，この二つ潮流はともか

くも価値問題を問い直すべく努力したのだが，依拠

したドイツ観念論哲学のある種の傾向のために，失

敗することになったことが語られている。この点

を，理解するためには，ヴェーバーのロッシャー批

判にたちもどる必要がある。

　ヴェーバーのロッシャー批判の論点は，かなり意

を汲んだ要約ではあるが，およそ概略以下のように

まとめることができる。法則科学にたいして自ら歴

史科学の立場に立つことを標榜したロッシャーは，

歴史科学の論理にふさわしく，具体的・個性的現実

の具象的再生産を徹底するのではなく，自らの方法

と自然科学との類似性や，「国家の発展法則」や「自

然法則」に肯定的であり，「本質的なものの認識」は

「合法則的なものの認識」と同じものであり，その

認識が科学の唯一の課題だとみなしている。これで

は，メンガーはもとより，自然主義的一元論に対す

る対抗にはまったくなりえない。科学的方法の論理

形式の検討という問題は彼の念頭にさえない。彼

は，社会科学は諸法則の体系構築をめざすものだと

いう認識を常識とみなし，これに疑問を抱くことも

していない（以上，RK, s.7-8, p.19-23）。その重要

な原因の一つは，歴史学派全般がそうであるよう

に，彼が因果性と法則性とを区別できておらず，因

果連関はすべて法則連関をなすものと考えているこ

とが指摘されている（RK, s8, p.23,）。したがって，

歴史学派は，法則科学とは別の個性的因果連関の把

握を徹底させることができない。ロッシャーの歴史

的社会的現実についての認識目標はあくまで社会の

諸現象の全体的統一的な相互連関であり，その全体

性を表現するものが，「民族精神」や「民族の性格」

といった観念である。そして，このような全体を統

括し，根拠づける本質としてある理念が想定され，

それによってあらゆる諸法則や諸事実がそこから流

出してくると考えられている。そこでは，「民族精

神」その他なんと呼ばれようと，ある全体を総括す

る形而上学的な理念的存在が一切の諸現象を生みだ

し秩序づける実在根拠と見なされている。これが，

ラスクに依拠してヴェーバーが特徴づけるフィヒテ

からヘーゲルにいたるドイツ観念論の伝統となった

全体性の弁証法論理，すわち「流出論理」である

（RK, s.9-10, p.23-24）。

　膨大な歴史的資料を扱い，歴史的諸事実を研究し

たとしても，歴史学派がとらわれているその方法論

は，現実の無限に豊かな諸事実や諸側面を文化意義

に即して分析的に取り出し，それら相互の具体的な

諸関係と因果連関を確定していくといった，ヴェー

バー的個性科学の方法とは全く異なる論理である。

因果性と法則性が区別できず，「全体性」や「本質」

の方に重点がおかれるこの立場からは，法則科学に

対抗しうる本来の個性科学は育つことができない。

しかも，歴史学派は，この論理を暗黙の前提にして

いるが，ヘーゲルのような概念の厳密な検討を行う

のではなくて，無自覚的に処理しており，類概念の

体系と自然法則とを区別せず，生物学的比喩による

「類」としての「民族の個体性」といった諸観念と漠

然と結びつけることになる。しかも，民族個体の

「発展法則」から社会政策に関する価値判断が導き

だされるとされる。ヴェーバーは，ロッシャーに

は，流出論のむき出しの明示的使用についての宗教

的信仰からする躊躇や科学的に誠実な態度も認めら

れることを指摘している。しかし，そこには，法則

主義的認識がもたらす危機について何らの自覚もな

く，また主知主義的合理化の時代において要請され

るべき価値自由の課題についても自覚がない。この

立場は，ヴェーバーから見て，時代の危機にたいし

て応答できないだけでなく，知的誠実に照らして欺

瞞的な態度を意味していた。歴史学派の流出論は，

ヘーゲル弁証法の「退化」だとヴェーバーは規定し

ている。ヘーゲルは少なくとも，概念と現実との関

係を彼なりに徹底的に考えたが，歴史学派は，この

両者の関係を考え抜いていないからである（RK, 

s.41, p.86）。

　歴史の発展法則という観念が自由を毀損する危険

性を持つという倫理的実践的問題点については，科



学論的な論理の問題として論じているだけでは，そ

の本当の意味がわかりにくい。ここでは，歴史法則

主義がいかに問題を含む危険な思想であるかを，

「マルクス主義」に浸透したその論理の悲惨な帰結

に触れておくことで了解がえられよう。歴史学派の

歴史法則主義が，講壇の教説でとどまっていたとす

ればまだ罪は軽いといえようが，「歴史の歯車に手

をかけようとした」「マルクス主義」の歴史法則主

義の思想と実践にはらまれた問題点は軽くはない。

その問題点は簡潔明瞭である。もし，歴史に必然の

法則が貫いており，「科学的真理」であるとするな

らば，その必然に奉仕するのが，倫理的に誠実な態

度であるということになる。必然に逆らうことも，

真理に背くことも，愚かなことに違いない。社会主

義的価値がいかにすばらしかろうと，このような論

理で自分をも人をも拘束することは欺瞞であり，科

学に対しても，また価値への自由に基づく人格の尊

厳にたいしても冒涜であろう。それは異なる価値観

を持つ者同士の自由な討議の基盤を奪い去る。その

ような誤った「理想的信念」に基づく集団的実践が

権力手段の行使ともからんでいかに危険で非合理的

なものとなったか歴史的経験が証明している。歴史

法則の存在を主張することが，科学の名で人の倫理

的判断を強制できる論理を潜めていることに気づか

ない人はまだ多い。ヴェーバーの科学論における価

値自由の主張，方法論研究は，決して単なる学問上

の一学説ではなく，人間の実践世界に，どのような

知と信との間の倫理的錯綜と落とし穴が待っている

かということについての深い洞察に裏付けられたも

のである。法則科学の問題点にかかわって，前にも

同様の問題に触れたが，そこで引用した「歴史の発

展法則という観念」が「道徳の規範的性格を無内容

化する」というヴェーバーの言葉を今一度想起して

欲しい（RK, s.４０, p.８４）１５）。

　ヴェーバーが価値自由論争に込めた意味は，現代

にも直結する重い問いかけなのである。なお，「マ

ルクス主義
� �

」にあらわれたこの傾向がマルクス自身

の理論や思想に内在したものかどうかは，検討の余

地があるが，ここで扱うことはできない。ヴェーバ

ーも，マルクスその人への言及はわずかであり，し

かも慎重である。マルクス主義
� �

の法則概念について

は，ヴェーバーの以下の引用がその基本的な観点を

よく示している。

　マルクス主義特有のすべての
� � � �

「法則」の発展構

成は，……理念型の性格を備えているということ

にある。この理念型を実在との比較に用いる場合

には，索出手段として
� � � � � � �

卓越した，それどころか唯

一無二の意義を発揮すること，同時に，そうした

理念型が経験的に妥当するものとして，あるいは

それどころか，実在の
� � �

（ということは実は形而上

学的な）「作用力」「発展傾向」などと考えられる

や否や，いかに危険になるかということは，かっ

てマルクス主義的概念を取り扱った人なら，だれ

でも知っている」（OE, s.205, p.141）。

　いずれにしろ，歴史の発展法則のような全体を指

示する「大法則」ではなく，現実の諸連関の特定の

諸側面に認められる法則的連関や発展傾向等を取り

出すことを，ヴェーバーは禁じているわけではな

い。しかし，それは，特定観点を設定し，特定の諸

条件を前提したときに見出される経験的規則性をと

らえたものである。このような規則性の認識は，索

出手段としても，また，客観的可能性判断や，因果

帰属，価値討議などでも独自の手段的役割と意味を

持つ。しかし，それは，現実認識の目標そのもので

は決してないし，一切の現実を演繹できるような形

而上学的「本質」ではない。

　さて，最後に，流出論にかかわってもっとも重要

な論点について触れておきたい。それは，ヴェーバ

ーが，流出論理に関する批判的考察で，「概念と現

実との間の関係」をいかにとらえるかという問題に

ついて各所で言及し，歴史学派はこの関係を理解で

きなかったと主張していることに関わる。ヴェーバ

ーは「流出論理」の本質的性格規定を，この言葉の

案出者でもある，エミール・ラスクの研究に全面的

に依拠して検討しており，この流出論理との自覚的

対抗関係において，みずからの科学論の基本方向

を，定めている。注目すべきは，そこでラスクが提

起した概念と現実の間に存在する必然的な「非合理

的な裂け目」の問題である。

　ラスクのおこなった「流出論理」の解明と「非合

理的な裂け目」の所在にかかわる理論問題の指摘

が，ヴェーバーにとってもった重要性については，
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向井守氏の非常に優れた研究『マックス・ヴェーバ

ーの科学論』（とりわけ，同書の第四章「ロッシャー

の歴史的方法と流出論理」）に，教えられた１６）。以

下，氏の研究に教示を得ながら，私なりの理解を記

していくことにする。

　ヴェーバーは，法則科学と個性科学という二つの

科学の他に，第三の可能性があるとして，ラスクの

主張を次のように要約している。

　［上記二つのもの以外に］第三の可能性が，歴

史的な文化発展の諸現象に対して存在するであろ

う。だがそれは明らかに，ヘーゲルの概念論の基

盤に立ち，かつ概念と現実との間の非合理的断絶

（hiatus irrationalis）を，個別的事物と事象とを，

その実現として包括し，己から流出せしめる形而

上学的な実在としての，一般概念によって克服し

ようと試みるときのことである。この最高概念の

本質と妥当性とに関するこの流出論的把握（die 

emanatistishe Auffassung）にあっては。現実に

対する概念の関係を，一方において厳密に合理的

に，すなわち現実は一般概念から下降的に演繹し

うるというふうに，考えることができ，またそれ

と同時に他方において，まったく具象的に，すな

わち現実は概念への上昇に当たって，その具象的

内容を何ら失うところがないというふうに，把握

することが，論理的に許される。そこでは概念の

内包と外延とはその大きさが反発しあうのではな

く，一致するのである。というのは，個別的なも

のは，単に類的現実の事例であるのみならず，こ

の概念の表す全体の部分でもあるからである。す

べてのものが演繹されて出てくるような，この最

も一般的な概念は，そこでは同時に最も内容に富

んだ概念であることになるだろう。

　……しかしながら，この種の概念的認識，―

われわれの分析的推論的認識作用（das analytish-

diskursiveErkennen）―は，抽象によって現実

からその十全なる実在性をはぎ取ることにより，

そのような認識から絶えずわれわれを遠ざけてい

るのであるが，……。そしてこのような認識が真

理であることの形而上学的前提は，その概念内容

が形而上学的実在として， 現実の背後に存在し，

またこの現実が数学的諸命題が次々に展開するの

と類似の方法で，必然的にその概念内容から生じ

てくる，ということであろう（RK, s.15, p.34-35）。

　やや長い引用になったが，こここで，注目すべき

は，流出論の構造そのものよりも，理論形態の基本

類型が「概念と現実との間の裂け目」とそれをいか

に克服するのかという問題をめぐって構成されるそ

の発生的連関についてのヴェーバーの関心の高さで

ある。ロッシャー批判論文では，彼が事実上暗々裏

に流出論理に依拠していながら，この「非合理的裂

け目」について，真剣にとりくまず，宗教的信仰の

不可知論によって隠されてしまう経緯が批判的に指

摘されている。向井氏も指摘するように，ヴェーバ

ーにとって，この問題は，理念型概念を構想する際

に，おそらく決定的な契機をなしたと思われる。と

いうのも，ヴェーバーは，その「理念型」概念の説

明において，それが現実との間に鋭い断絶をもつこ

とをあえて強調し，概念と現実との間のこの断絶を

自覚すべきことを主張しているからである。『客観

性』論文では，「理念型」は，いくつかの観点を「一

面的に高め」，「統一された思想像に結合する」こと

で得られるが，「この思想像は，概念的に純粋な類

型では，現実のどこかに経験的にみいだされるよう

なものでは決してなく」，「それは，ひとつのユート

ピアである」と言われている（OE, s.191, p.113）。

ヴェーバーの，理念型概念と現実とのこのような乖

離の強調は，ここでの「非合理的裂け目」と全く同

じものである。ヴェーバーにあっては，この非合理

性や裂け目は，特定の理論構成にまつわる方法的な

問題なのではなく，人間の認識の制約性と現実との

間に必然的に存在するものとみなされる。多元主義

的存在論の視点からみるならば，これは，存在論的

な次元連関においてその境界にあらわれる必然的な

存在論的裂け目として理解される。この裂け目は，

ヴェーバーにあっても，「無限の多様性を有する現

実」と有限な人間の「推論的認識作用（die diskursive 

Erkennung）」との間に横たわる限界の問題として

原理的に設定されており，その後のヴェーバーの概

念構成にとって本質的な意味を与えられている。し

かし，この「非合理的裂け目」というアポリアを，

彼は，概念構成のバネに変える。ヴェーバーは，実

在と概念の間の必然的裂け目を，意識的に引き受



け，これをあいまいにして，無理矢理に埋め隠すと

いう論理的手品を断固拒否する。彼は，それを，概

念実在論への批判の武器に変える。この姿勢は，ヴ

ェーバーが，主知主義の危機を，価値自由の自覚に

変え，それを理論的拠点に鍛え，批判の武器とした

のとまったく相似である。彼は，「非合理的断絶」

を自覚し，引き受けることで，新しい独特の概念論

を彫琢していくのである。概念と現実の切断の自覚

は，ヴェーバーにとって「知的誠実」のもう一つの

柱を形成するものとなる。事実判断と価値判断の区

別を要請する価値自由は，ここに来て，概念と現実

との切断という新しい主張を生みだしている。両者

は，相互に深く関連してもいるが，質的に異なった

性格の主張である。概念と実在の区別は，認識論的

主観の認識内容の性格問題にとどまることはできな

い。ヴェーバーは，理念型概念を深める過程で，

「実在における理念的なもの」とそれを概念化した

「理念型」との関係といったいっそう錯綜する問題

領域で，両者の区別を徹底し，その混同を批判する

作業に取り組んでいる。この過程では，その区別

は，事実上否応なくますます存在論的な区別という

性格をもたせられるようになっていく。これに関連

して，「シュタムラー論文」で行われた「規範の実在

性」問題の詳細な研究ともかかわって，ヴェーバー

の存在論的観点が深められ，新しい科学の構築にさ

らに前進がなされていくことになるが，ここでは，

指摘するのみに止めざるをえない。

　なお，ここで，もう一点指摘しておきたいことが

ある。それは，裂け目を引き受けるというヴェーバ

ーの決断は，ラスクによってある種の欠陥とみなさ

れたあの裂け目を内包するカント的「分析論理」の

立場を自覚的に選択したということを意味するとい

うことである。ヴェーバーが分析論理に基づく分析

科学を鍛えるという意識的な方向を選択していると

いうことは，あまり取り上げられないけれども，ヴ

ェーバー理解にとってけっして周辺的な事柄ではな

い。それは，価値自由を徹底する個性科学を実現し

ようとすれば，分析論理の方法によってのみ可能に

なるということの理解にもかかわることである。流

出論理においては，検証不可能な全体性概念や本質

概念が想定され，認識が常に実体化された本質や全

体性に関連づけられることによって，個別性がその

独自の存立性格を奪われ希薄化される。それは，現

実のどの部分にも関心に応じて自由に探査可能な個

別の諸事実連関をとりだし，そこから出発するとい

う分析論理とは，大きくその研究の姿勢を異にして

いる。自由な認識関心に基づく構成を特徴とする価

値自由な理念型概念の性格は，このような分析科学

が想定する現実への自由な関心と探査の可能性に即

応している。この研究関心の自由度こそ，研究対象

の無限の豊かさに対応する人間認識の可能性を開く

のである。

　上記の論点とも深く関係しているが，ヴェーバー

にとって，理念型による概念と現実との自覚的切断

は，概念を認識目的そのものと考える考え方を脱出

することと不可分の関係にある。この点もあまり注

目されないが，ヴェーバーの方法論の本質的理解に

かかわっているので，触れておきたい。

　概念を認識手段ととらえることが，いかにヴェー

バーにとって重要な意味を持っているかについて，

またそれが，カント哲学の徹底した考察に基づくと

いうヴェーバーの自覚を証言する以下の言葉は重要

である（ここでは，概念手段説のみに言及し，「分析

論理」には言及していないが，ロッシャー批判の脈

絡から考えるなら，分析論理をも含意しているもの

と理解しても許されよう）。

　彼ら［歴史学派の代表者たち］は，あらゆる科

学の究極目標は，「客観的」実在の表象的模写が

概念の目的であると，絶えず繰り返し指摘するの

である。カントに帰りつつある現代認識論の根本

思想，すなわち，概念はむしろ，経験的に与えら

れたものを精神的に支配する目的のための思想手

段であり，またもっぱらそうしたものであり得る

に過ぎないということを，徹底して考え抜いた者

にとっては，鋭い発生的概念は必然的に理念型で

あるということ，［……に反対しないだろう］。

［この場合］…彼らにとっては，概念と歴史研究

との関係が逆になる。……概念は目標ではなく

て，むしろ，個性的な観点からみて意義ある連関

を認識するという目的のための手段である（OE, 

s.208-9, p.148-9）。

　もし，概念を認識目的として想定するならば，概
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念は現実との一致を要求されざるを得なくなる。概

念と実在の切断は曖昧になる。したがって，ヴェー

バーにとっては，法則概念が手段であったとおなじ

ように理念型概念もまたどこまでも認識手段であっ

て最終的認識目的とはならない。この区別によっ

て，はじめて概念は自由な価値関心と結びつくこと

が可能となり，価値関心にしたがって多様な可能性

に開かれた自由な構成が可能となる。しかも，すで

に簡単に見てきたように，事実認識については客観

的テストによってその客観性，すなわち現実との接

近と対応関係の確証は担保される。ヴェーバーの理

念型は，存在論的には現実と断絶しているが，客観

的認識内容の獲得という認識目的にたいしては，そ

の目的に限りなく接近してゆくための手段として機

能することができる。したがって認識論的にはこの

切断は漸近的な可能性に開かれている。現実は無限

に多様である。それゆえ，この接近も，価値観点に

依存して多面的な諸側面を切り取ることができる

が，その認識成果は，検証テストに付すことが可能

なのである。ヴェーバーの認識論を，構築主義的に

理解するのは誤っている。このような誤解は，ヴェ

ーバーの概念実在論への批判とあの存在論的裂け目

の自覚の必然性の観点からなされる「模写説」への

批判を誤解し，彼の概念の手段的性格理解や分析科

学の方法との関連を深く考えないまま表面的な字句

表現だけをみて，認識目標はあくまで現実との対応

を志向していることを見落としたことから生まれ

る。ヴェーバーは概念と現実との素朴な一致を意味

する単純な模写説を否定するが，あくまで多様な現

実のなかから関心を寄せる知るに値する部分につい

ては，漸近的に正しい真相にせまることができるこ

とを確信している。認識手段と認識目的とは区別さ

れるべきであり，それによって，真理基準が曖昧に

なることはない。ヴェーバーは，明確に実在論であ

り，「真理対応説」に立っている。ヴェーバーにと

って，現実は完全に主観から独立して実在してい

る。この独立性が承認されなければ，そもそも事実

認識と価値判断の区別とそれぞれの独自の存立と尊

厳を擁護するという価値自由論の根幹の前提が崩壊

することになる。二つの存在次元は独立なのである。

　概念が，認識手段であるとしても，その概念によ

る認識目標は，実在性（Realität）への絶えざる接近

であることについては，ヴェーバーは次のように述

べている。

　この認識［現実科学］の論理的理想は，分析さ

れる個性的現象における本質的なものを「偶然的

なもの」からより分けて，具象的な意識にもちき

たらすことである。こうして，個々のものを，直

接具象的に理解しうる具体的な「原因」，「結果」

の普遍的連関へと整序しようという要求は，科学

に迫って，われわれが「特徴的」だと判断するよ

うな標徴の抽出と結合によって，いつも個性的で

ある現実の実在性にたえず接近してゆく概念を，

常にその精錬度を増して創出せしめる（RK, s.5, 

p.16）。

　なお，事実連関にかんする認識が経験的検証によ

って確証可能であることについては，前章で認識の

客観性に関連しておこなった引用箇所を参照して欲

しい。

　いずれにしろ，ヴェーバーの「分析科学」は，「個

性科学」と不可分であり，それはまた認識手段とし

ての理念型概念の採用と堅く結びついている。我々

は，このようなヴェーバーの思想連関全体から，絶

えず強調される現実の無限な多様性と人間の認識能

力の有限性との対比，この意味での
� � � � � �

「模写説」への

原理的批判，概念をあくまで分析の手段としてとら

え実体化しない姿勢，理念型概念と現実との乖離に

ついての方法的自覚，個性的因果帰属などの一連の

主張の内的関連とその意味について明瞭に理解する

ことができる。また，「分析科学」の論理よって，現

実にたいして常に無限の発見可能性を予想し，常に

「探査的」で「発見法的」な手法でアプローチすると

いう一貫した彼の姿勢を理解することができる。

我々は，無限の発見可能性を有する無限に多様で豊

かな現実という世界観的前提了解がここに示されて

いることにも注意を促したい。この現実了解は，

「認識の対象」についての規定という意味をはるか

に超える存在論的性格において理解されていること

を読みとるべきである。

　分析論理は，存在の深さを理解せず，皮相で貧困

な知しか産出しないというヘーゲル主義の非難は当

たらない。むしろ，この分析論理は現実存在の多様



性と豊かさを承認し，常に無限の発見可能性を秘め

たものとしてこれに向かう。この立場は，本質概念

を実体化しこれにもとづいて全体性理解に到達した

というような人間の認識能力を超えることを達成可

能とみる思い上がりが，無益で危険なものであるこ

とを知っているのである。

　誤解されがちなので，私の言う「存在論」とは，

スコラ哲学由来の概念実在論を予想させる形而上学

的な「本体論」的な「存在論」とは何の関係もない。

主観内在主義的なハイデッガー的存在論とも何の関

係もない。それは，これまで見てきたヴェーバー的

な存在論であり，さらに言えば，ポッパー的な批判

的合理主義にもとづく実在論，ハルトマン的な批判

的分析的存在論に結びつくものであり，自覚的に分

析的な方法を選択する。それは，この現実存在の無

限の実在性への率直な謙虚さに依拠する。この立場

こそ，徹底的に合理的で批判的な多元主義的存在論

の出発点なのである。

Ⅳ．価値自由科学における概念構成の方向性；二正

面作戦

　以上，我々は，ヴェーバーの価値自由の意味を考

察しながら，方法論論争との関わりでヴェーバーが

問題にした危機と，その克服のために設定されてく

る科学方法論の開拓課題をヴェーバーがどのように

理解していたかを見てきた。前章までのところで，

あの精緻な思想装置を備えた社会学理論の構築にむ

けて，ヴェーバーが，どのような科学観と前提的な

世界観的構図を想定していたかについて，価値自由

論の理解に関連させながらその一端を見てきた。こ

こでは，あらためて，ヴェーバーが，その後の科学

論の新たな開拓のための基本課題としたものを整理

して，今後の研究方向を定めることで本稿をひとま

ず締めくくりたい。

　ヴェーバーが直面した課題は非常に複雑になる。

一方では，科学研究にしかけられた実証主義＝自然

主義的一元論の罠（これも啓蒙の知性化の究極的な

展開の一側面）から，価値自由を武器に，価値領域

の自律性を擁護し，科学と価値理念との新しい媒介

的関係をうち立て，個性科学の方法を開き，認識の

客観性を保証することであり，他方では，流出論理

に依拠して，概念と現実との間の断絶を曖昧にす

る，あえて言えば「マルクス主義」をも侵した「ヒ

ューマニズム科学（啓蒙主義の夢）」の罠に陥らず，

分析論理の立場に自覚的に立ち，概念と実在の断絶

を武器に，両者の間に全く独自な新しい媒介関係を

構想すること，こうして，新しい社会科学を創出す

ること，であった。この戦略は，一方では，自覚的

に二元論を選択し，価値と存在の間の切断と媒介を

はかることであり，他方では，概念と実在のあいだ

にも自覚的切断と媒介を構想することである。ヴェ

ーバーは，この二つの切断を武器に，ある意味では

主知主義的合理化の帰結を貫徹する。しかし，彼は

その帰結であるニヒリズムや非合理的裂け目を独特

の接合媒介の論理によって，乗り越え，価値領域に

支えられた科学研究の自由ならびに人間の実践的自

由のためのアリーナを死守し押し開こうとする。こ

の戦略は，科学認識を即事象的で分析的な姿勢にあ

えて立たせ，啓蒙の帰結であるニヒリズムとぎりぎ

りのところで渡り合い，信と知の新しい関係を構築

すること，また科学論においては，価値判断と事実

判断両次元の峻別を前提に，科学研究における価値

領域の自由を救うことである。しかも，ヴェーバー

が志向する「即事象的科学」は，法則科学ではなく，

価値理念に領導され，文化意義と人間行為の意味理

解とにもとづく個性的現実を個性的因果連関におい

てとらえる個性科学である。

　この相克をはらんだ問題設定は，豊かな可能性を

もつとともに，非常に錯綜しており，自覚的であれ

たしかに矛盾も抱えている。他者からは容易に理解

されないとしても，彼にとって，この方向に向けた

取り組みは譲ることのできない使命的な課題であっ

た。

　こうして，ヴェーバーの科学論は二方面からの深

刻な難問をクリアすることを引き受けなければなら

ない。つまり，価値自由という基本戦略をもって事

実領域と価値領域という二つの異質の次元を厳格に

区別しながら，概念と現実，客観的因果認識と価値

理解の二つの面で，両者を媒介する全く独自の仕方

をあらたに考案することである。しかもヴェーバー

においては，この二つの領域の媒介問題を認識論的

問題に限定して考えることはできなかった。ヴェー

バーは，科学の方法問題をはじめから，人間の実践
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的行為世界の倫論問題との関連で考察している。こ

の問題は，科学的な対象認識の問題であるととも

に，理念と現実，人間の行為と価値世界，理念と現

実世界といった諸次元の間の連関の問題を解決する

という課題に関連していく。こうして，ヴェーバー

は，「存在論」などという用語はまったく使用しな

いが，否応なく確実に，私の視点からみて明確に多

元主義的な存在論的問題構成を引き受けていくこと

になるのである。もともと，現実世界と価値世界の

媒介問題は，本来的には認識問題ではなく，まずも

って実践問題，あえて言えば存在論的問題である。

私は，ヴェーバーの科学論のなかに，このような存

在論的多元主義に繋がる問題構成を積極的に読み解

いていくことが可能であると考えている。しかも，

それは，マルクスの思想との対話の新しい接点を見

出し，マルクス思想の再生の可能性も見据えたさら

に広い視野にたった，理論的思想的展開の可能性を

開いていくことに繋がると考えている。ともあれ，

ヴェーバーが引き受けたこのような存在論的次元媒

介の問題は，当面は，ヴェーバー科学論の創出の課

題と関連して，直接の主題としては「理念型」とい

う特有の「概念」の彫琢と，「理解科学」という新し

い視点を加えて，価値ならびに意味の領域と現実世

界との媒介連関の問題を解明しながら行為論を構想

するという方向で展開されていくだろう。我々は，

続編では，ヴェーバーのこれらの課題の遂行をみと

どける作業に着手したいと思う。この作業におい

て，我々は，このヴェーバーの科学論の構想との関

連で，これらの複雑な切断と媒介問題について考察

を加え，多元主義的存在論の構図についても，より

立体的な再構成へと進んでいくことが可能となると

考えている。しかし，これらの問題の詳細な検討に

ついては，量的制約および時間的制約のうえからひ

とまず断念し，続編に繋ぐこととしたい。

註

　　　本稿では，頻繁に引用するヴェーバーの科学

論に関するテキストから引用または参照指示す

る場合は，以下のような論文名の略称を用いて

そのページ数を本文中に指示する。なお，本文

中でヴェーバーのテキストに言及する際には，

文献１，については，『ロッシャーとクニース』

または，そのに収録されている部分を称して，

「ロッシャー批判論文」あるいは「クニース批

判論文」と，同様に２，は『客観性』と，３，は

「マイヤー批判論文」，４，は『価値自由』と，

５，は『学問』というように，略称を使用した。

　　　ヴェーバーの科学論関連文献は，Max Weber, 

Gesammelte Aufsätze zur Wissenshaftslehre, 

4.Auflage, J.C.B.Mohr, Tübingen, 1973 に所載

の諸論文である。なお，同書所載の諸論文，お

よび本論文で使用した邦訳テキスト（論文ごと

に個別に出版されている）は以下のとおりであ

る。

１，RK; Roscher und Knies und die logischen 

Probleme der historischen Nationalöonomie, 

1903-06

　　『ロッシャーとクニース』松井秀親訳，未来社，

１９８８

２，OE; Die ≫Objektivität≪ sozialwissenschaftlicher 

und sozialpolitischer Erkenntnis, 1904

　　『社会科学と社会政策にかかわる認識の客観性』

富永祐治，立野保男訳，折原浩補訳，岩波文庫，

１９９８

３，KS；Kritische Studien auf dem Gebiet der 

kurturwissenshaftlichen Logik, 1906

　　「文化科学の論理学の領域における批判的研究」

エドワルト・マイヤー，マックス・ヴェーバー

『歴史は科学か』森岡弘通訳，所収　みすず書

房，１９７９

４，SWF; Der Sinn der ≫Wertfreiheit≪ der 

soziologischen und ökonomischen Wissenschaften, 

1918

　　「社会学・政治学における『価値自由』の意味」

中村貞二訳『世界の大思想１　ウエーバー・社

会科学論集』出口勇蔵，松井秀親，中村貞二訳，

河出書房新社，１９８２

５，WB; Wissenschaft als Beruf, 1919

　  『職業としての学問』尾高邦雄訳，岩波文庫，

１９８７

１）　ここであらかじめ構想途上の「多元主義的存

在論」の全体像を提示することはできない。む

しろ，本研究自体が，その全体像構築のための

研究の一部である。ヴェーバー研究から学びな



がら，具体的な社会理論研究，行為論研究のな

かで，実践的な諸問題を扱う生き生きとした現

実的思考を進める応用力のある多元主義的存在

論を鍛えることが私の課題である。

　  　このような視点からヴェーバーを研究するに

は，特有の問題が伏在することは覚悟しなけれ

ばならないと思っている。すなわち，ヴェーバ

ーを外在的視点から裁断したり，ある既存の枠

組みを無理矢理押しつけて解釈するような研究

にしてはならないということである。本論文で

は，徹底的に内在的な理解に依っている。とは

いえ，ヴェーバー自身は，存在論などという言

葉もそのような「哲学的立場」の存立可能性に

ついても自らは意識もせず，また表明もせず，

ひたすら問題を解こうと，当時の手に入る思考

装置をもとにそれらを改変改良しつつ開拓者と

して思考しているだけである。当時の新カント

派，特にウィンデルバントやリッケルトをベー

スにした彼の哲学的思考環境では，むしろ「存

在論」などという言葉には否定的になって当然

である。実際，『ロッシャーとクニース』で，ミ

ュンスターベルクやゴットルが外的事実と内的

体験の「存在論的区別」について論じているこ

とをヴェーバーは取り上げている。ヴェーバー

は，上記の二人とも，両者の区別を間違って定

式化しており，内的事実の認識可能性や因果連

関との関係性をただしくとらえていないことを

徹底的に批判し，この誤謬の故に，彼らの「存

在論的区別」にも疑問を呈している。しかし，

ヴェーバーの言っている内的体験的事実の開明

的認識の可能性，それについての概念構成の可

能性や，認識事実の検証可能性や，因果性との

関係性などは，すべてむしろ，私が想定する多

元主義的存在論を支持するものと理解できる。

つまり，私の研究にとっては，存在論という言

葉をヴェーバーがどう扱ったかではなく，どこ

までもその内容理解に即して考察することが眼

目となる。徹底的に内在的な理解のなかに，

「多元主義的存在論」を深めることを可能とす

るものが，彼の理論的な思考努力のなかに実際

数多く見出されるのである。

２）　Ｋ・ヤスパース，『マックス・ヴェーバー』

ヤスパース著作集１３，樺俊雄訳，理想社，１９６５，

p.８０

３）　ヴォルフガング・Ｊ・モムゼン『マックス・

ヴェーバー 社会・政治・歴史』中村貞二，米

沢和彦，嘉目克彦訳，未来社　１９７８，第１章参

照）

４）　山之内靖『ニーチェとヴェーバー』未来社，

１９９３，参照

５）　拙稿「多元主義世界観の可能性に向けて―

哲学からの唯物論の再構築―」『社会主義を

哲学する―崩壊から見えてきたもの―』大

月書店，１９９２年，所収，ならびに，「存在論の方

へ―多元的マテリアリズムの現代的意義」

『季刊「現代と思想」No.40，挑戦する唯物論

―戦後５０年とモラルとしての唯物論―』白

石書店，１９９５年，所収を参照していただきた

い。なお，私の多元主義的存在論の構想は，マ

ルクスとヴェーバーの二人の他にも，なお，も

う二人の重要な思想家から学んで次第に少しづ

つ形をなしてきているものである。その一人

は，ニコライ・ハルトマンで，彼の「批判的分

析的存在論」は合理主義的批判的な存在論を精

緻な哲学的諸カテゴリーの検討によって構想し

ており，多元主義的な階層論的実在論を展開し

ている。もう一人は，カール・ポッパーであ

る。ポッパーは，反証主義的科学を唱え，批判

的合理主義の思想を展開していることで有名で

あるが，実在論の立場から三世界論をもとに多

元主義的存在論を構想し，非決定論的自由論を

主張している。ポッパーは，マルクス主義の

「歴史法則主義」の問題点を徹底的に批判した

ことでも知られているが，その論理は，本論で

扱ったヴェーバーの批判と主要論点で重なって

いる。総じて，ポッパーは自覚的にヴェーバー

から学んでいると思われる。ハルトマンとポッ

パーとでは，多元主義的存在論や「問題論」と

いった思想においても共通性を持ち，多くの点

で響き合うものをもっていると私には思われ

る。ポッパーは，典型的な古典研究スタイルの

哲学者であるハルトマンとは直接の接点をもっ

ていないようである。しかし，私のみるところ

では，ポッパーの科学論とヴェーバーの科学
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論，ハルトマンの哲学は，ともに多元主義的存

在論という世界構造の基本認識を共有してお

り，扱っている直接のテーマは相互に全く異な

るが，根源的な思想において多くの接合点をも

っている。

　　　ポッパーはマルクス主義の批判者として有名

であるが，私はマルクスのもっとも大切な思想

を擁護しようとするなら，ポッパーの正しい批

判受け入れるべきだと思っている。このことは

彼の特定の政治的言説をも受け入れることを意

味するわけではない。このような観点に立て

ば，両者の間に，架橋の余地は十分に見いだせ

る。マルクスの思想にも多元主義的存在論の基

盤があり，この接点から，マルクスを含めた上

記４人の思想を発展的に収斂させることは可能

だと考えている。そのような方向に多元主義的

存在論の構想を深めていく作業は，なお長期の

研究課題である。

　　　N. ハルトマンについては，膨大な著作があ

るが，とりあえず，現在入手可能な邦訳『哲学

入門』石川文康，岩谷信訳，晃洋書房，１９８２

（Nicolai Hartmann, Einfuhürng in die Philosophie, 

Luise Hanckel Verlag, Hannover, 1950）を挙げ

ておく。彼の哲学の概要を知るに便利である。

その他は，以下４点を挙げておく。

　　　Zur Grundlegung der Ontologie, 4Auflage, 

Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1965

　　　Metaphysik der Erkenntnis, 5Auflage, Walter 

de Gruyter & Co., Berlin, 1965

　　　Der Aufbau der Realen Welt, 3Auflage, 

Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1964

　　　Ethik, 4Auflage, Walter de Gruyter & Co., 

Berlin, 1962

　　K. R.ポッパー（Karl R.Popper）については，以

下を挙げておく。

　　　The Open Society and Its Enemies, Vol.1, 2, 

Princeton University Press, 1966

　　同邦訳 ；『かれた社会とその敵』１，２巻，小河

原誠・内田詔夫訳，未来社，１９８７

　　　The Poverty of Historicism, Routledge, 

London, 1961

　　同邦訳；『史主義の貧困』久野収・市井三郎訳，

中央公論社，１９６１

　　　The Logic of Scientific Discovery, routledge, 

London, 1980

　　同邦訳；『科学的発見の論理』上・下，森博・

大内義一訳，恒星社厚生閣，１９７１-２

　　　Conjectures and Refutations, Routledge, 

London, 1963

　　同邦訳；『推測と反駁』藤本隆志・石垣寿郎・

森博訳，法政大学出版局，１９８０

　　　Objective Knowledge; An Evolutionary 

Approach, Clarendon Press, Oxford, 1979

　　同邦訳；『客観的知識；進化論的アプローチ』

森博訳，木鐸社，１９７４

　　　Realism and the Aim of Science; Routledge, 

London, 1982

　　同邦訳；『実在論と科学の目的』上・下，小河

原誠・蔭山泰之・篠崎研二訳，岩波書店，２００２

　　　The Open Universe; An Argument for 

Indeterminism, Routledge, London, 1982

　　同邦訳；『開かれた宇宙―非決定論の擁護』小

河原誠・蔭山泰之，岩波書店，１９９９

６）　ここで，「多元主義的存在論」といいながら，

ヴェーバーの「二元的世界構成」を問題にして

いることの整合性についてだけ，コメントして

おく。世界は二元よりも以上の諸次元で構成さ

れていると考えられる。ただ，ここでは，ヴェ

ーバー自身によって明確に確証できる範囲でと

もかくも存在または領域的次元の区別と関連づ

けが論じられているのであり，ヴェーバーに即

してまずは一つ一つ確認していく段取りであ

る。世界は，ハルトマン的構成からすれば，実

在レベルで４層の次元（物質，生命，心［また

は主観］，精神）からなり，さらに
� � �

非実在的な理

念的な複数の存在次元があることになる。非実

在的理念的なものの領域は，概念等の認識範疇

の領域，論理学と数学的範疇の領域，価値と意

味の領域からなる。それぞれの次元には特有の

諸規定や独特の分離と接合の関係が見出され，

それらが人間の認識と実践を介して動的に媒介

し合う。ハルトマンの精緻な研究は大いに参考

になるが，ここでは，ハルトマンの全体的構図

を前提に考察しているわけではない。



７）　M.ヴェーバーの価値討議に焦点をあてた優

れた研究として，矢野善郎『マックス・ヴェー

バーの方法論的合理主義』創文社，２００３,があ

る。

８）　認識の客観性（妥当性）問題についてのヴェ

ーバーの理論的発展については，向井守氏の優

れた研究が明確に跡づけてくれていて，大変参

考になる。向井守『マックス・ウェーバーの科

学論』ミネルヴァ書房，１９９７，参照。しかも，

向井氏は，この研究のなかで，ヴェーバーが当

初「真理整合説」にたっていたが，この過程で

「真理対応説」に立つようになったと述べてい

る（同書，p.２７７）。この点は，ヴェーバー理解

にとっては極めて重要な指摘である。なお，折

原浩氏も，『客観性』論文の岩波文庫の補訳解

説版で同書の詳しい解説をおこなっているが，

そこで，ヴェーバーは，クニース批判論文で，

事実認識の検証という問題に取り組んでおり，

またマイヤー批判論文においては，客観的可能

性判断による因果帰属という論理を確立して明

確に基礎づけることができたと述べている。折

原氏も，向井説に言及し，同氏の研究の重要性

を指摘している（『社会科学と社会政策にかか

わる認識の客観性』富永祐治，立野保男訳，折

原浩補訳，岩波文庫，１９９８，p.２５２-８）。

９）　「学問」と「科学」で，同じWissenshaftの訳

語に不統一が発生しているが，内容的にはまっ

たく同じ事柄が論じられている。有名な講演録

『職業としての学問』は，この呼称で歴史的に

定着しており，この書に限っては従来からの訳

語に従った。

１０）　テンブルック『マックス・ヴェーバーの方法

論の生成』住谷一彦，山田正範訳，未来社１９８５

１１）　テンブルック前掲書，p.４７

１２）　リッケルトの価値哲学については，九鬼一人

『新カント派の価値哲学』弘文堂，１９８９参照。

　　　なお，ヴェーバーとリッケルトの関係につい

ても，向井守氏の手堅い研究は参考になる。前

掲書，参照。

１３）　この論点については，前出，註（８）を参照。

１４）　前掲，K.R.ポッパー『推測と反駁』参照。

１５）　前掲，K.R.ポッパー『歴史主義の貧困』参照。

１６）　向井守氏の研究によれば，『フィヒテの観念

論と歴史』で，ラスクは，類概念の構成とその

性格について，カント的分析論理とヘーゲル的

流出論理の二つがあることを指摘し，その論理

的性格を詳細に論じた。そこでは，カントの分

析論理が，概念と現実の間にあるあの「非合理

的裂け目」という難点に直面し，これを乗り越

えることができないこと，この限界にたいし

て，少なくとも整合的論理としては唯一成功し

ている論理が，フィヒテに始まり，ヘーゲルで

完成させられる「流出論理」であること，を哲

学史研究において跡づけた。そこでは，カント

の分析論理は，あの非合理的裂け目をかかえた

ままだということになる。向井氏は，ヴェーバー

がロッシャー批判を通じて獲得したと思われる

この問題への基本姿勢を次のように述べてい

る。

　　　　ヴェーバーはこの後，……この非合理的裂

け目を，ヘーゲル的流出論理で完全に克服す

るのではなく，自覚的にカント的な分析論理

の立場に立って，それを完全でなくても何ら

かの仕方で克服しようと模索する……。……

彼は社会科学の客観性のために分析論理を選

択するのである。これと関連して，国民経済

学における法則科学と現実科学的考察様式と

の対立をも橋渡ししようと努力するだろう。

そして，こういった二つの試みのなかからか

の理念型の思想が生まれてくるのである（前

掲同書，p２０２）。
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Abstract: This paper explicates M. Weber’s science theory with special focus on his value-

freedom theory, aiming to explore the premise of its “view-of-the-world-comprehension structure” 

and its character and meaning by decoding it from the viewpoint of the “pluralistic-ontology” 

conceived by the author. Radical criticism of M. Weber applies to the freedom-denying trap setting 

within both “naturalistic law-theoretical monistic-science,” which eliminates value-sphere, and 

“humanistic science,” which mixes up value-judgment and fact-judgment. These two formations of 

problematical sciences were both brought about in the process of intellectualistic-rationalization of 

the Enlightenment. Although Weber certainly does not mention the philosophical opinion of 

“ontology”, his “value- freedom theory” clearly carries out the dualistic dimensional-mediation 

theory between the value world and the causal real world. We are allowed to read in it his design 

for “a theory of pluralistic-ontology.” This paper is intended to make clear from immanent 

examination of Weber’s thought that “pluralistic-ontology” will be an indispensable base to make a 

new knowledge theory of a form which opposes the crisis of the modern Enlightenment and 

makes a new rational value-freedom science, and to construct a value-free practical ethics, and a 

theory of social action. In addition, this paper is tacitly planned as a preparation for reclaiming the 

base of a new dialog of Weber and Marx, and a synthetic way of thought through pluralistic-

ontological reading of Marx and Weber.

Keywords: M. Weber, cultural science, value-idea, value-freedom, intellectualistic-rationalization, 

intellectual sincerity, pluralistic-ontology, critical-analytical ontology, K. Marx, K.R. 

Popper, N. Hartmann

Max Weber’s Value-freedom Theory and the Premises of its View-of-the-world
― An explication from a viewpoint of ‘pluralistic-ontology’ ―
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